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 この冊子は、定期監査・決算審査・基金運用状況審査・健全化判断比率

等審査については平成30年度会計を対象とした監査等の結果を、財政的援

助団体等監査については平成29年度会計を対象とした監査の結果を、その

他の監査についてはおおむね平成30年度に行った監査等の結果を中心に

作成しました。 
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第 1 監査等の概要 

 

１ 監査等の基本方針 

今後の厳しい財政状況を勘案し、県の行財政運営が公正性、透明性を確保し、最少の経費で最大

の効果を挙げているかなど、より一層、県民の立場・視点に立った監査を実施方針に基づき行う。 

監査の実施に当たっては、合規性、正確性はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点から積

極的かつ経年的に検証するとともに、外部監査や行政監査の結果にも留意する。 

また、監査結果等の情報を県民に速やかに、かつ、分かりやすく公表し、県民から信頼される監

査の実現を目指す。 

 

２ 監査等の対象 

  平成 30 年度監査計画に基づき監査委員が実施した監査等は、次のとおりである。 

区分 内   容 監査対象機関等 

定期監査  平成 30 年度会計を対象として、県の財務に関する事務そ

の他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、及び

経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われている

かについて監査した。 

県の本庁、出先機関（各

種委員会等を含む）の

全て、486 機関 

行政監査  平成 30年度は、「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置、

管理及び使用について」をテーマに実施した。 

県有施設のうちＡＥＤ

を優先的に設置するべ

き個別具体的な施設基

準を勘案し、これにＡ

ＥＤ計画の計画所管課

等を加えた 57機関 

財政的援

助団体等

監査 

 県が財政的援助、出資若しくは支払保証を与えている団体

及び県が受益権を有する不動産信託の受託者又は公の施設

に係る指定管理者に対し、平成 29 年度会計を対象として当

該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ

効率的に行われているかについて監査した。 

県の出資率が 25％以上

の出資法人、県の補助

金が 3 億円以上の私立

高等学校、県の補助金

が 5 千万円以上の団体

及び指定管理料が 5 千

万円以上の指定管理

者、95団体のうち 48団

体 

例月出納

検査 

 毎月の収入又は支出が適正に行われているかを中心に、現

金及び預金の出納業務について総括的に検査した。 

普通会計、公営企業会

計、基金における現金

及び預金の出納 

決算審査  平成 30 年度会計に係る決算書その他の関係諸表に基づく

計数を確認するとともに、予算が合理的かつ効率的に執行さ

れているか、経営活動は経済性を発揮しているかについて審

査した。 

普通会計決算、公営企

業会計決算 

基金運用

状況審査 

 特定目的のために定額の資金を運用するために設けた基

金について、その運用が適正に行われているかを審査した。 

土地開発基金、美術品

等取得基金 
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区分 内   容 監査対象機関等 

健全化判

断比率等

審査 

 平成 30 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比

率について、算定が適正に行われているかについて審査し

た。 

普通会計決算、公営企

業会計決算 

住民監査

請求 

知事等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又

は怠る事実があるとして、住民から監査を求められたものに

ついて監査を行うが、平成 30 年度はいずれも地方自治法に

定められた要件を備えていない請求であったため、監査を実

施していない。 

請求件数： 5件 

（うち監査実施件数 

：0件） 

 

【注】監査等の結果の処理 

   監査等（住民監査請求に基づく監査を除く。以下同じ。）の結果は、次の区分及び基準に従い処

理を行っている。 

 （１）区分 

   ア 監査 

   （ア）指摘事項 

   （イ）注意事項 

   （ウ）指導事項 

   イ 検査 

   （ア）指摘事項 

   （イ）注意事項 

   ウ 審査 

   （ア）改善すべき事項 

   （イ）留意すべき事項 

 （２）基準 

   ア 指摘事項 

   （ア）法令等の重大な違反や不正な行為があった場合その他著しく適正を欠くと認められる場

合 

   （イ）経済性、効率性及び有効性の観点から著しく不適切又は不合理であると認められる場合 

   （ウ）前回の監査において注意事項とした事項について改善の効果が認められない場合 

   イ 注意事項 

   （ア）法令等の違反があった場合その他適正を欠くと認められる場合 

   （イ）経済性、効率性及び有効性の観点から不適切又は不合理であると認められる場合 

   （ウ）前回の監査において指導事項とした事項について改善の効果が認められない場合 

   ウ 指導事項 

   （ア）事務処理等について適正を欠くものがあると認められるもののその内容が軽微である場

合 
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   （イ）事務処理等について違法ではないものの改善することにより適正な事務の執行が図られ

ると認められる場合 

   エ 改善すべき事項 

     指摘事項に準ずる。 

   オ 留意すべき事項 

     注意事項に準ずる。 
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第２ 監査等の結果 

Ⅰ 定期監査 

 

１ 監査の実施状況 

（１）平成 30年度の県における事務や事業の執行全般を対象として、合規性、正確性、経済性、効率

性及び有効性の視点から監査を実施した。 

   また、監査を効果的に実施するため、平成 30 年度は、普通会計及び公営企業会計ともに、重点

監査事項に重点を置いて実施した。 

  ア 重点監査事項 

  （ア）適正な財務事務の執行について 

    a  普通会計 

      ・収入未済について 

      ・契約事務について 

      ・公共事業の執行について 

      ・財産について 

    b 公営企業会計 

      ・契約事務について 

      ・工事の執行について 

      ・財産について 

  （イ）内部統制について 

  （ウ）事務事業に係る個別テーマに基づく監査の実施 

（２）監査の実施時期 

   平成 30年 9月から令和元年 8月 

（３）監査対象は平成 30 年度会計に係る事務・事業とし、監査対象機関は、平成 30 年 4 月 1 日現在

の 486 機関の全てとした。 

区 分 監査計画数 
監 査 実 施 機 関 数 

実地監査 書面監査 計 

普
通
会
計 

本  庁 108 108 ― 108 

出先機関 342 123 219 342 

計 450 231 219 450 

公
営 

企
業
会
計 

本  庁 13 13 ― 13 

出先機関 23 16 7 23 

計 36 29 7 36 

合 
 

計 

本  庁 121 121 ― 121 

出先機関 365 139 226 365 

計 486 260 226 486 
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２ 指摘事項等の件数 

区 分 監査実施数 
指 摘 等 の 件 数 

指摘事項 注意事項 指導事項 意見 

普
通
会
計 

本  庁 108 3 14 36 0 

出先機関 342 13 63 145 0 

計 450 16 77 181 0 

公
営
企
業
会
計 

本  庁 13 0 0 4 0 

出先機関 23 2 2 18 1 

計 36 2 2 22 1 

合 

計 

本  庁 121 3 14 40 0 

出先機関 365 15 65 163 1 

計 486 18 79 203 1 

 

３ 指摘事項等の概要 

（１）指摘事項 

 （普通会計）１６件 

番号 項目 件数 

１ 工事の積算について、適正な事務手続を求めたもの 5 

２ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの 4 

３ 調定の遅延について、適正な事務手続を求めたもの 3 

４ 工事に係る不適切な入札・契約手続について、再発防止を求めたもの 2 

５ 支払審査における事務処理の誤りについて、再発防止を求めたもの 1 

６ 契約事務について、適正な事務手続を求めたもの 1 

 

（企業会計）２件 

番号 項目 件数 

１ 調定の遅延について、適正な事務手続を求めたもの 1 

２ 借用物品の紛失について、再発防止を求めたもの 1 

 

（２）注意事項 

 （普通会計）７７件 

番号 項目 件数 

１ 収入未済の解消を求めたもの 22 

２ 個人情報が記載された書類の紛失等について、再発防止を求めたもの 15 

３ 契約事務について、適正な事務手続を求めたもの 7 
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４ 工事等の積算について、適正な事務手続を求めたもの 6 

５ 支出負担行為の遅延について、適正な事務手続を求めたもの 6 

６ 不法占用等されている財産について、適正な管理を求めたもの 5 

７ 収入事務について、適正な事務手続を求めたもの 3 

８ 支出事務について、適正な事務手続を求めたもの 3 

９ 支払先の誤認等について、再発防止を求めたもの 2 

１０ 入学者選抜に係る不適切な運用について、再発防止を求めたもの 1 

１１ 生徒会費の着服について、再発防止を求めたもの 1 

１２ 支払審査における事務処理の誤りについて、再発防止を求めたもの 1 

１３ 公用車の不適切な管理について、再発防止を求めたもの 1 

１４ 借用物品の誤廃棄について、再発防止を求めたもの 1 

１５ 債務負担行為失効後の協定締結について、再発防止を求めたもの 1 

１６ 債権について、適正な管理を求めたもの 1 

１７ 規制標識の変更について、適正な事務手続を求めたもの 1 

   

（企業会計）２件 

番号 項目 件数 

１ 行政財産の使用許可の手続誤りについて、適正な事務手続を求めたもの 1 

２ 行政資産の管理について、適正な事務手続を求めたもの 1 

 

（３）指導事項 

 （普通会計）１８１件 

番号 項目 件数 

１ 支出負担行為の時期に係るもの 47 

２ 収入未済に係るもの 40 

３ 収入事務に係るもの 27 

４ 財産の管理に係るもの 16 

５ 調定の時期に係るもの 13 

６ 支払の時期に係るもの 10 

７ 契約事務に係るもの 5 

８ 工事等の積算に係るもの 4 

９ 入試出題事務に係るもの 3 

１０ 文書等の管理に係るもの 3 

１１ 物品の調達に係るもの 2 

１２ 教科書の需要数報告に係るもの 2 

１３ 支出事務に係るもの 2 
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１４ 使用許可事務に係るもの 1 

１５ 個人情報の管理に係るもの 1 

１６ 物品の管理に係るもの 1 

１７ 学校の履修事務に係るもの 1 

１８ 統計調査の集計に係るもの 1 

１９ 障害者雇用率の算出に係るもの 1 

２０ 教員採用候補者選考の出題に係るもの 1 

   

（企業会計）２２件 

 

（４）意見 

 （企業会計）１件   

 

  

番号 項目 件数 

１ 支出事務に係るもの 5 

２ 支出負担行為の時期に係るもの 4 

３ 契約事務に係るもの 3 

４ 未収金に係るもの 3 

５ 財産の管理に係るもの 3 

６ 収入事務に係るもの 1 

７ 文書事務に係るもの 1 

８ 会計事務に係るもの 1 

９ 業務体制について、適正な体制の確保を求めたもの 1 

番号 項目 件数 

１ 契約事務等に係るもの 1 
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＜参考＞ 主な項目別処理区分 

 （普通会計） 

項目 指摘事項 注意事項 指導事項 

収入未済  22 40 

調定の時期 3 1 13 

その他の収入事務  2 27 

支出負担行為の時期  6 47 

契約事務 2 7 5 

工事等の積算 5 6 4 

その他の支出事務 5 4 12 

財産の管理  6 17 

個人情報等の紛失等  15 1 

内部統制 1 4  

その他  4 15 

計 16 77 181 

 

（企業会計） 

項目 指摘事項 注意事項 指導事項 意見 

調定の時期 1    

未収金   3  

支出事務   9  

契約事務   3  

財産の管理 1 2 3  

その他   4 1 

計 2 2 22 1 
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Ⅱ 行政監査 

 

１ 行政監査の実施状況 

（１）行政監査は、地方自治法第 199 条第 2 項の規定により、県が行っている事務が法令、条例に定

めるところに従い適正に執行されているかどうか、また、正確性、経済性、効率性及び有効性の

確保がなされているかどうかについて監査を行うものであり、平成 30 年度は次のテーマにより実

施した。 

監査のテーマ：「ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置、管理及び使用について」 

 

（２）監査の実施時期 

   平成 30年 10 月から平成 31年 3月（職員調査を含む。） 

 

（３）千葉県ＡＥＤ等普及促進計画（以下「ＡＥＤ計画」という。）によると、県有施設の 395 施

設に 658 台のＡＥＤが設置されているが、ＡＥＤは適切な管理が行われなければ、正常に作

動せず、設置の効果が失われることになる。 

そこで、ＡＥＤの調達、設置及び維持管理が適切に行われているか等を検証することで、県

有施設におけるＡＥＤの設置及び維持管理の適正化に資することを目的に監査を実施した。 
 

２ 監査の結果 

   ＡＥＤ計画に掲載されている「県有施設ＡＥＤ設置目標施設一覧」及び千葉県健康福祉部医療

整備課のホームページに掲載されている「平成 30 年 5 月末現在の県有施設及び県関連施設のＡ

ＥＤ設置公表台数一覧表」を基に、ＡＥＤ計画の「県有施設のうちＡＥＤを優先的に設置するべ

き個別具体的な施設基準」を勘案し、これにＡＥＤ計画の計画所管課等を加えた 57 機関を監査

対象機関として選定した。 

 【意見】 

項 目 要 旨 

(1)１ 台 契 約 と 

複数台契約 

各健康福祉センター等が複数台契約により一括して調達する一方で、各

合同庁舎等は各施設で個別に調達をしている。 

また、契約台数が増加することによって、契約金額が低減する傾向が確

認された。 

ＡＥＤを調達する際は、複数台契約による一括した調達を実施し、事務

の効率化と経済的な調達に努められたい。 

(2)設置場所 職員を介さないと使用できないＡＥＤが 20台あったが、全ての施設で職

員が常駐しており、すぐにＡＥＤは使える状況であった。 

ＡＥＤの安全管理と使用可能性を比較考量し、設置場所について改めて

検討されたい。 
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(3)設置施設及び 

設置場所の表示 

ＡＥＤの設置施設である旨の表示がない施設は 2 施設、ＡＥＤ設置場所

の表示がない施設は 11施設であった。 

ＡＥＤ計画の表示基準に従い表示されたい。 

(4)耐用期間及び 

設置年月の把握 

耐用期間経過のＡＥＤは 1台、不明のＡＥＤは 6台であった。 

 耐用期間経過のＡＥＤは、できる限り速やかに更新されたい。耐用期間

不明のＡＥＤは、速やかに耐用期間について把握されたい。 

(5)消耗品の使用

期限 

 電極パッドについては使用期限不明が 6 台、バッテリーについては使用

期限切れが 2台、使用期限不明が 9台であった。 

 使用期限切れのバッテリーは、速やかにバッテリーの交換を実施された

い。使用期限不明の電極パッド及びバッテリーは、速やかに使用期限につ

いて把握されたい。 

(6)消耗品の使用

期限の表示 

消耗品の交換時期等を記載する表示ラベルがないＡＥＤは 12 台、表示ラ

ベルが外部から確認できないＡＥＤは 15 台であった。 

表示ラベルの取り付けを徹底されたい。収納ケース等に表示ラベルを取

り付ける等、表示ラベルの取り付け方法を工夫されたい。 

(7)日常点検 日常点検を毎日又は週 1回実施している施設は 35施設（55％）であった。

一方で、月１回の点検をしている施設は 10施設、日常点検をしていない又

は年 1回・不定期の施設は 18施設であったことから、日常点検に課題があ

る施設は、28施設（45％）であった。 

日常点検をしていない理由としては、ＡＥＤ設置時の必要性の説明のみ

で定期的な周知がないこと等が考えられる。 

工夫をすることで、日常点検を継続している施設があった。 

 ＡＥＤ計画の維持管理基準に基づく日常点検を実施されたい。 

ＡＥＤ設置状況調査、庁舎管理に係る説明、指定管理者との協議等の機

会を活用して、定期的に同基準の周知を図られたい。 

その際には、日常点検を継続している施設の工夫事例を紹介する等、日

常点検を継続しやすい方法を周知されたい。 

(8)日常点検記録 

 簿 

 

 

日常点検記録簿は半数近くの 29 施設で備えておらず、その必要性を認識

していなかったり、誤って認識していた。 

日常点検の記録をされたい。日常点検記録簿の必要性について、定期的

に周知されたい。 

(9)操 作 訓 練 の 

実施及び施設

職員の受講 

ほとんどの施設でＡＥＤ操作訓練を受講した職員が存在した。 

また、消防訓練等の際にＡＥＤ操作訓練を組み入れる等、継続的に行え

るような取組を行っている。その一方で、施設としての操作訓練は義務と

までは言えないためか、実施していない施設は 12施設であった。 

操作訓練を実施できないか検討されたい。操作訓練を実施している施設

での実施方法の周知を検討されたい。 
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Ⅲ 財政的援助団体等監査 

 

１ 監査の実施状況 

（１）平成 29年度の財政的援助団体等の出納その他の事務で財政的援助等に係るものの執行が適切か

つ効率的に行われているか、その財政的援助等による所期の目的が達成されているか、財政的援

助団体等に対する所管部局の指導監督が適切に行われているかを主眼として実施した。 

   また、出資法人については、資金管理及び運用並びに公の施設の管理受託の状況についても確

認した。 

（２）監査の実施時期 

   平成 30年 9月から令和元年 8月 

（３）監査対象は平成 29 年度会計における財政的援助等に係るものとし、また、監査対象団体は、  

①県の出資率が 25 パーセント以上の出資法人②県の補助金が 3 億円以上の私立高等学校③県の 

補助金が 5千万円以上の団体（市町村及び出資法人を除く。）④指定管理料が 5千万円以上の指定

管理者（市町村及び出資法人を除く。）とし、このうち 48 団体について監査を実施した。 

 

区  分 
監査対象 

団体の数 

監査実施団体の数 

実地監査 書面監査 計 

出資法人 33 21 12 33 

私立高等学校 30  5 2  7 

その他の援助 

（補助）団体 
18  4 0  4 

指定管理者 14  4 0  4 

計 95 34 14 48 
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２ 指摘事項等の概要 

（１）件数 

区  分 監査実施数 
指 摘 等 の 件 数  

指摘事項 注意事項 指導事項 意見 

出資法人 33 2 5  3 0 

私立高等学校  7 0 0  0 0 

その他の援助 

（補助）団体 
 4 0 0  1 0 

指定管理者  4 0 0  0 0 

計 48 2 5  4 0 

 

（２）主な事項 

  ア 指摘事項 ２件 

番号 項目 件数 

１ 経営状態の改善を求めたもの 1 

２ 事業損失の改善を求めたもの 1 

 

    イ 注意事項 ５件    

番号 項目 件数 

１ 未収金の早期回収を求めたもの 2 

２ 債権について、適切な管理を求めたもの 1 

３ 固定資産の会計処理について、適正な事務処理を求めたもの 1 

４ 経営状態の改善を求めたもの 1 

 

ウ 指導事項 ４件   

番号 項目 件数 

１ 行政財産の使用許可等について、適正な手続等を求めたもの 1 

２ 資産管理に係るもの 1 

３ 会計処理に係るもの 1 

４ 補助金の受入及び精算に係るもの 1 
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Ⅳ 例月出納検査 

 

 例月出納検査は、各会計の毎月の現金の出納について、計数が正確なものとなっているか、現金及

び預金の出納業務が適正に行われているかを主眼として実施する検査である。 

 検査対象は、会計管理者所管及び公営企業管理者所管の全ての会計及び基金であり、毎月 1回計 12

回（実地検査 1回、書面検査 11 回）実施し、いずれも適正であることを確認した。 
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１ 会計管理者所管の会計 

（１）審査の対象 

平成 30 年度歳入歳出決算の審査対象は、次のとおりである。 

 

平成 30 年度 千葉県一般会計 

平成 30 年度 千葉県特別会計財政調整基金 

平成 30 年度 千葉県特別会計県債管理事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計地方消費税清算 

平成 30 年度 千葉県特別会計自動車税証紙 

平成 30 年度 千葉県特別会計市町村振興資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計母子父子寡婦福祉資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計心身障害者扶養年金事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計日本コンベンションセンター国際展示場事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計小規模企業者等設備導入資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計工業団地整備事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計就農支援資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計営林事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計林業・木材産業改善資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計沿岸漁業改善資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計流域下水道事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計港湾整備事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計土地区画整理事業 

平成 30 年度 千葉県特別会計奨学資金 

平成 30 年度 千葉県特別会計国民健康保険事業 

 

 

（２）審査の手続 

   平成 30 年度の一般会計及び特別会計の決算審査に当たっては、決算の計数は正確であるか、

予算の執行が議決の本旨にのっとり適正で経済的かつ効果的に行われているか、また、財務に

関する事務は関係諸法規に適合しているかなどの諸点に留意するとともに、平成 22 年 4 月に

策定した「千葉県監査改革指針」を踏まえ、関係諸帳票、証書類等を照合精査し、関係当局の

説明を聴取したほか、更に定期監査及び例月出納検査の結果も参考にして、慎重に審査を実施

した。 

 

 

  

Ⅴ 決算審査 
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（３）審査の結果及び意見 

  ア 審査の結果 

    各会計の決算については、関係諸帳票、証書類及び指定金融機関総括店の公金出納総括計算表と

符合しており、決算に関する計数はいずれも正確なものと認められた。 

また、予算の執行等については、一部に留意すべき事項が見られたほかは、おおむね適正であると

認められた。 

なお、平成30年度においては、需用費等に係る不適正な経理処理は認められなかった。 

 

 

  イ 審査の意見 

  （ア）決算の概要 

    a  決算総額 

  平成 30 年度の一般会計及び特別会計の歳入決算合計額は､前年度と比較して 7,073 億 8,962 万

余円（26.4パーセント）増加し、3兆3,892億 9万余円となった。 

また、歳出決算合計額は、前年度と比較して6,862億336万余円（25.9パーセント）増加し、

3兆3,374億 7,227万余円となった。 

歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を減じた実質収支は､一般会計で79億803万

余円の黒字となっている。 

また、特別会計では、19会計のいずれも実質収支が黒字又はゼロとなっており、その総額は

308億 7,912万余円となっている。 

 

    b  一般会計歳入総額 

    一般会計歳入総額は、前年度と比較して 310 億 1,837 万余円（1.9 パーセント）増加し、

1兆 6,996 億 4,159 万余円となった。 

この主な要因は、旧企業土地管理局の残余資金の繰入れなどにより繰入金が413億 6,395万

余円、地方譲与税が103億6,151万余円、県税が83億383万余円増加した一方、国庫支出金が

148 億 5,243 万余円、諸収入が 76億 3,011 万余円、県債が 74億 9,086 万余円減少したこと

などによるものである。 

また、収入未済額は、前年度より 17 億 3,523 万余円減少し、平成 30 年度末現在は 185 億

8,414 万余円となった。 

このうち、県税が前年度と比較して 14億 5,598 万余円（8.3 パーセント）減少している

ものの、161 億 1,188 万余円であり、その大半を占めている。 

 

    c  一般会計歳出総額 

   一般会計歳出総額は､前年度と比較して 267 億 5,957 万余円（1.6 パーセント）増加し、

1 兆 6,819 億 8,302 万余円となった。 

この主な要因は、新たに設置した社会資本整備等推進基金への積立てなどにより総務費が

571 億 5,124 万余円、公債費が 40億 2,547 万余円、警察費が 25億 8,158 万余円、教育費が

14 億 6,118 万余円増加した一方、諸支出金が 143 億 7,395 万余円、民生費が 121 億

2,608 万余円、衛生費が 66 億 3,069 万余円、商工費が 58 億 2,689 万余円減少したこと
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などによるものである。 

 

 d  特別会計（１９会計） 

特別会計歳入総額は、前年度と比較して6,763億 7,124 万余円（66.8パーセント）増加し、

1 兆 6,895 億 5,849 万余円となった。 

この主な要因は、国民健康保険の制度改革により新たに特別会計国民健康保険事業が

設置され、5,377 億 1,031 万余円の皆増となったほか、特別会計県債管理事業が 682 億

8,444 万余円増加したことなどによるものである。 

また、収入未済額は前年度と比較して 7,141 万余円（10.3 パーセント）減少し、6 億

2,221 万余円となった。 

特別会計歳出総額は、前年度と比較して6,594億 4,379 万余円（66.2パーセント）増加し、

1兆 6,554 億 8,924 万余円となった。 

この主な要因は、特別会計国民健康保険事業が 5,285 億 8,746 万余円の皆増となった

ほか、特別会計県債管理事業が 682 億 8,444 万余円、特別会計地方消費税清算が 565 億

4,428 万余円増加したことなどによるものである。 

 

e  その他 

基金については、新たに社会資本整備等推進基金が設置されたこと（319億円）などにより、

前年度と比較して1,076億 5,854万余円と大幅に増加し、22の基金の総額は8,057億 9,465万

余円となった。 

 

 

  （イ）意見 

    a  今後の財政運営について 

  平成 30 年度の一般会計の決算では、前年度に引き続き法人二税の増や地方消費税の増など

により、県税収入が増加しており、実質収支は 15年連続の黒字となっている。 

また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率（普通会計ベース）については、前年度の

96.3 パーセントから 95.8 パーセントになり、前年度比で 0.5 ポイント改善している。 

しかしながら、高齢化の進展などに伴い、今後も医療・介護等に要する社会保障関係経費の

増加が見込まれ、公債費なども含めた義務的経費や、老朽化が進む県有施設の維持・更新費

など、歳出の増加が想定される一方、歳入面においても現在の社会経済情勢に鑑みれば、

今後の状況は必ずしも楽観視できないところである。 

こうした中、来年に控えた東京オリンピック・パラリンピックの成功とその開催効果の

県内全域への波及に向けた取組など、総合計画「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」

に基づく取組を着実に推進していくためには、引き続き財政の健全化を図っていくことが

必要である。このため、今後も自主財源の確保や事務事業の見直しなど、持続可能な財政

構造の確立に向けた様々な取組を進められたい。 
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    b  一般会計歳入について 

     (a) 県税については、収入未済額が161億 1,188 万余円と多額であり、また、不納欠損額が

13 億 9,234 万余円である。県税は自主財源の根幹であり、税収を確保することは極めて

重要である。 

税負担の公平性を保つためにも、主要税目である個人県民税の徴収に関する市町村支援

など徴収体制の充実・強化、課税客体の的確な把握及び迅速確実な滞納整理の実施により、

収入歩合の一層の向上を図り、税収の確保に努められたい。 

 

   (b) 県税以外の収入未済額についても、24 億 7,225 万余円と多額であることから、「債権

管理適正化の手引」(平成 30 年 3 月改定)に基づき、法的措置を含めた債権回収の強化を

図るとともに、収入未済の発生防止に努め、その縮減に向けた取組を一層推進されたい。 

なお、各種調査等を実施したものの、債務者等が行方不明、法人の破産など回収が

見込めない債権については、適切な時期に債権放棄を行うことも必要である。 

  ※収入未済の主なもの 

・雑入（行政代執行費用等原因者償還金）       10 億 6,559 万 3,656 円 

・土木使用料（県営住宅使用料）           3 億 9,263 万 9,582 円 

 

     (c) 県債については、建設地方債の残高が、平成17年度以降、減少している一方、普通交付税

の振替である臨時財政対策債等は一貫して増加している。 

平成30年度の一般会計の県債残高は、前年度末と比べ0.1パーセント減少し、3兆679億円

となっているが、今後も、建設地方債について、後年度負担に配慮した計画的な発行に留意

されたい。 

 

    c  一般会計歳出について 

     (a) 歳出については、安全・安心、医療・福祉、防災など「くらし満足度日本一」の千葉の

実現に向けた施策を着実に実行していくため、引き続き事務事業の見直しを行い、最少の

経費で最大の効果を挙げられるよう予算の効率的な執行に努められたい。 

 

     (b) 翌年度繰越額は、全体で 505 億 8,403 万余円と多額であり、また、前年度と比較して

106 億 7,589 万余円増加している。特に土木費の繰越額については、全体の 70.6 パーセ

ントに当たる 357 億 2,792 万余円となっている。 

歳出予算については、本来、当該年度に執行することが原則であることから、繰越しの

縮減に努められたい。 

 

    d  特別会計について 

      特別会計については、一般会計と同様に徹底した経費の節減、計画的な予算執行を図ると

ともに、貸付金・償還金等の収入未済の解消に努め、一般会計からの繰入金の縮減を図られ

たい。 

また、翌年度繰越額は、全体で 129 億 9,596 万余円と多額であり、前年度と比較して

増加していることから、繰越しの縮減に努められたい。 
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    e  契約について 

      契約については、透明性及び公正性の確保を図る観点から、引き続き一般競争入札を

拡大するとともに、随意契約については関係法令の趣旨を十分に踏まえ適正に執行され

たい。 

 

    f  財産管理について 

      財産管理については、「千葉県県有建物長寿命化計画」(平成 29 年 11 月策定)に基づき、

県が保有する庁舎等の施設の長寿命化の取組を推進し、維持・更新費の軽減・平準化を

図るとともに、財源確保等の観点から、売却可能な未利用県有地等の処分を促進されたい。 

また、県有地の不法占有については、早急に解消されたい。 

 

    g  公社等外郭団体に対する監督・指導について 

      公社等外郭団体については、県行政改革推進本部が決定した方針に基づき改革を進める

とともに、公社等外郭団体の経営管理や適正な経理処理の徹底・浸透に留意し、会計処理に

ついて十分な監督・指導を行われたい。 

 

    h  内部統制について 

支出負担行為や調定の遅延などの事案が依然として多数認められたところである。 

今後とも、「千葉県コンプライアンス基本指針」（平成22年3月制定）を徹底させるとともに、

「事務ミス未然防止・再発防止に向けて」(平成 28 年 3月策定)を活用して、所属における

チェック体制の改善、見直しを図っていただきたい。 

また、地方自治法の改正により、来年度からは内部統制の強化が求められることになるため、

より実効性のある内部統制の体制を構築されたい。 

 

  （ウ）留意すべき事項（収入未済額が多額で、収入手続が適正を欠くもの。） 

    a  留意すべき事項（収入未済 15件） 

 

№ 機  関  名 留 意 す べ き 事 項 

１ 
総務部 

政策法務課 

 雑入（公益目的取得財産残額に相当する額の金銭の贈与）366,128,600 円

の収入未済について、多額であることから、解消に努めること。 
 

２ 
健康福祉部 

健康福祉指導課 

 雑入（生活保護費弁償金及び生活保護費過年度分返還金）50,902,776 円

（かい分）の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、

早期解消に努めること。 
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№ 機  関  名 留 意 す べ き 事 項 

３ 

健康福祉部 
児童家庭課 

特別会計母子父子寡婦福祉資金の母子福祉資金元利収入（貸付金返納等）、

寡婦福祉資金元利収入（貸付金返納等）及び雑入（違約金）335,072,550 円

（うち、かい分 35,172,490 円）の収入未済について、多額であることから、

回収措置に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

４ 
雑入（児童扶養手当返還金及び求償金）17,954,260 円の収入未済について、

多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

５ 

 民生費負担金（児童措置費負担金及び児童福祉施設費負担金（児童養護施

設等分））121,610,855 円（かい分）の収入未済について、多額であること

から、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

６ 
健康福祉部 
障害者福祉推進課 

 雑入（自立支援医療費返還金）13,108,290 円の収入未済について、多額

であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

７ 
健康福祉部 

障害福祉事業課 

 民生費負担金（児童措置費負担金（障害児施設分））28,435,660 円（かい分）

の収入未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消

に努めること。 
 

８ 
環境生活部 

廃棄物指導課 

 雑入（行政代執行費用等原因者償還金）1,065,593,656 円の収入未済について、

多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

９ 
商工労働部 

経営支援課 

  特別会計小規模企業者等設備導入資金の雑入（償還金等）27,638,893 円

の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消

に努めること。 
 

10 
農林水産部 

団体指導課 
 

特別会計就農支援資金の農業改良資金元利収入（貸付金返納）、就農支援

資金元利収入（貸付金返納）及び雑入（違約金）81,950,951 円（うち、

かい分 74,485,951 円）の収入未済について、多額であることから、回収措置

に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

11 

特別会計林業・木材産業改善資金の貸付金元利収入 41,240,287 円（かい分）

の収入未済について、多額であることから、回収措置に万全を期し、早期解消

に努めること。 
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№ 機  関  名 留 意 す べ き 事 項 

12 
農林水産部 

安全農業推進課 

  雑入（補助金返還金）16,269,000 円の収入未済について、多額である

ことから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

13 
県土整備部 

河川環境課 

雑入（行政代執行費用原因者負担金等）39,900,637 円（かい分）の収入

未済について、多額であることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に

努めること。 
 

14 
県土整備部 
都市整備局住宅課 

 土木使用料（県営住宅使用料）392,639,582 円の収入未済について、多額で

あることから、徴収対策に万全を期し、早期解消に努めること。 
 

15 
教育庁企画管理部 

財務課 

 特別会計奨学資金の雑入（奨学資金貸付金返納等）129,554,929 円（うち、

かい分 32,172,741 円）の収入未済について、多額であることから、回収

措置に万全を期し、早期解消に努めること。 
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２ 公営企業管理者所管の会計 

（１）審査の対象 

   平成 30年度公営企業会計決算の審査対象は、次のとおりである。 

 

   平成 30年度 上水道事業会計 

   平成 30年度 工業用水道事業会計 

   平成 30年度 造成土地管理事業会計 

   平成 30年度 病院事業会計 

 

（２）審査の手続 

   平成30年度の公営企業会計の決算審査に当たっては、事業の運営が地方公営企業法第3条（経営

の基本原則）の趣旨に従って行われたか、それぞれの事業の経営成績及び財政状態を適正に表示

しているか、不適正な経理処理が行われていないかなどに主眼を置くとともに、平成22年4月に策

定した「千葉県監査改革指針」を踏まえ、知事から提出された決算書及び附属書類の計数を点検

し、関係諸帳票、証書類等を照合精査するとともに関係当局の説明を聴取したほか、更に定期監

査及び例月出納検査の結果も参考にして、慎重に審査を実施した。 

 

（３）審査の結果及び意見 

  ア 審査の結果 

    審査に付された決算書及び附属書類は、全ての会計について、その計数が正確で経営成績及

び財政状態をおおむね適正に表示しているものと認められた。 

また、予算の執行等については、一部に留意すべき事項が見られたほかは、おおむね適正で

あると認められた。 

 

  イ 審査の意見 

  （ア）全事業会計共通事項 

    a  意見 

     （a）各公営企業会計においては、地方公営企業法第 3条に規定する経営の基本原則にのっ

とり、企業の経済性を発揮するとともに、施設の老朽化や経営状況の悪化等の事業運営

上の諸課題に的確に対応し、健全な経営に努められたい。 

（b）随意契約をはじめとする入札・契約事務については、関係法令の趣旨を十分に踏まえ

て、引き続き適正な執行に取り組まれたい。 

（c）各公営企業会計における経営状況等を的確に把握できるよう、会計の原則にのっとり、

適正な会計処理の徹底に努められたい。 

（d）支出負担行為や調定の遅延などの事案が依然として多数認められたところである。 

今後とも「千葉県コンプライアンス基本指針（平成 22 年 3 月制定）」を徹底させるとと

もに、「事務ミス未然防止・再発防止に向けて（平成 28年 3月策定）」を活用して、所属
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におけるチェック体制の改善、見直しを図っていただきたい。 

また、地方自治法の改正により、来年度からは知事部局等において内部統制が強化さ

れることに鑑み、公営企業管理者においても、その対応を十分検討されたい。 

     

  （イ）上水道事業会計 

    a  決算の状況 

      上水道事業会計における収益的収支決算額は、営業収益等の水道事業収益が 812 億 3,747

万余円で、営業費用等の水道事業費用が 690 億 6,263 万余円となった。 

一方、資本的収支決算額は、企業債等の資本的収入が 113 億 3,569 万余円で、建設改良

費等の資本的支出が 473 億 513 万余円となった。 

次に、損益については、収益は 758 億 7,155 万余円、費用は 659 億 9,925 万余円で、純

利益が前年度に比べ 43億 3,197 万余円減の 98億 7,230 万余円となった。 

収益は、過年度損益修正益の減少等により前年度に比べ18億7,409万余円減少している。 

一方、費用は、営業費用の増加等により前年度に比べ 24 億 5,788 万余円増加している。 

また、貸借対照表について、流動資産である現金預金は、前年度に比べ 9 億 295 万余円

減の 507 億 561 万余円となった。 

 

 

    b  意見 

     （a）営業費用が増加傾向にあるとともに、長期的にも大幅な給水収益の増加が難しい中で、

老朽化の進行による施設の更新費用の増加が見込まれているので、今後も収支バランス

に留意し、健全経営の確保に努められたい。 

（b）老朽化が進む浄・給水場の施設及び設備並びに管路について、平成 27 年度末に策定

した「千葉県営水道事業長期施設整備方針（平成 28 年度～令和 27 年度）」及び「千葉県

営水道事業中期経営計画（平成 28 年度～令和 2 年度）」に基づき、適切な維持管理によ

り長寿命化を図るとともに、計画的、効率的な更新・整備を進められたい。 

（c）水道料金の未収金については、口座振替払及びコンビニエンスストアでの支払を推進

するなど、引き続き滞納の未然防止を図るとともに、「水道料金徴収業務マニュアル」に

基づき、一層の債権回収強化及び債権の適正な管理の徹底に取り組まれたい。 

     また、破産等により回収困難となった債権については、「破産更生債権等」への振替の

みならず、債権放棄を含めた、より積極的な処理を進められたい。 

    さらに、「破産更生債権等」については、累増している状況であるので、処理方針を速

やかに決定されたい。 

（d）資金管理について、経済情勢や金融動向を注視し、管路の更新、施設整備等将来負担

の増加に備え、企業債借入れ抑制及び適正な資金運用など、更なる効果的な管理に努め

られたい。 

22



 

      

  （ウ）工業用水道事業会計 

    a  決算の状況 

   工業用水道事業会計における収益的収支決算額は､給水収益等の事業収益が136億4,687

万余円で、浄配水費等の事業費用が 121 億 2,143 万余円となった。 

    一方、資本的収支決算額は、他会計出資金等の資本的収入が 37 億 7,498 万余円で、企

業債償還金等の資本的支出が 58 億 79 万余円となった。 

    次に、損益については、収益は 127 億 6,030 万余円、費用は 113 億 3,622 万余円で、純

利益が前年度に比べ 796 万余円増の 14億 2,407 万余円となった。 

    収益は、給水収益等が増加したものの、雑収益等が減少したことにより、前年度に比べ

3,728 万余円減少している。 

    一方、費用は、浄配水費、総係費等が増加したものの、支払利息及び企業債取扱諸費等

が減少したことにより、前年度に比べ 4,524 万余円減少している。 

    また、貸借対照表について、流動資産である現金預金は、前年度に比べ 33 億 9,402 万

余円増の 263 億 646 万余円となった。 

 

    b  意見 

（a）平成 30年度は、前年度と比較して、当期純利益はわずかに増加したが、将来的には施

設の老朽化の進行に伴い、更新整備費用の増加が見込まれていることから、今後とも、

経営の安定化を図るため、経費削減や新規受水企業の募集等を行い、経営の健全化に努

められたい。 

（b）施設の老朽化の進行に伴う更新や耐震化の一層の強化については、平成 29年度末に策

定した「千葉県工業用水道事業中期経営計画（平成 30年度～令和 4年度）」及び平成 27

年度末に策定した「千葉県工業用水道事業施設更新・耐震化長期計画（平成 30年度～令

和 39年度）」に基づき、重要度、優先度を勘案しながら計画的に進められたい。 

（c）房総臨海地区工業用水道事業において、造成土地管理事業会計より平成 30 年度末で

265 億 9,533 万余円の借入残高があるが、平成 26年 3 月に締結した「房総臨海地区工業

用水道事業に係る貸付金に関する覚書」に基づき、計画的な返済に努められたい。 

 

    c  留意すべき事項（建設仮勘定 1件） 

№ 会  計  名 留 意 す べ き 事 項 

１ 工業用水道事業会計 

 印旛沼開発事業について、事業終了後にあっても、事業費 54億 3,845

万余円が長期間建設仮勘定に計上されたままになっていることから、今

後、関係者間で協議の上、適切な対応に努めること。 
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  （エ）造成土地管理事業会計 

    a  決算の状況 

  造成土地管理事業会計における収益的収支決算額は、土地分譲収益、土地貸付収益等の

事業収益が 296 億 1,690 万余円で、土地分譲原価、一般管理費等の事業費用が 252 億 1,862

万余円となった。 

一方、資本的収支決算額は、負担金収入等の資本的収入が 35 億 8,597 万余円で、他会計

への繰出金等の資本的支出が 534 億 9,716 万余円となった。 

次に、損益については、収益は 295 億 9,034 万余円、費用は 250 億 1,982 万余円で、45

億 7,051 万余円の純利益となった。 

収益は、新規分譲収入の減少等により土地分譲収益が減少したこと等により、前年度に

比べ 20 億 518 万余円減少している。 

一方、費用は、土地分譲原価の減少等により、前年度に比べ 134 億 1,469 万余円減少し

ている。 

また、貸借対照表について、流動資産である現金預金は、一般会計への繰出しが行われ

たこと等により、前年度に比べ 246 億 5,862 万余円減の 747 億 8,204 万余円となった。 

 

    b  意見 

（a）保有土地の処分に当たっては、需要者のニーズに的確に対応するなどして、できるだ

け早期の土地処分を図るよう積極的に取り組まれたい。 

（b）貸付料の減免を行っている土地等については、減免額の縮減又は売却等に努められた

い。 

（c）整備済みの公共施設については、早急に最終管理者に引き継ぎ、管理費の節減に努め

られたい。 

（d）千葉北部地区新市街地造成整備事業について、独立行政法人都市再生機構との共同事

業の清算は平成 30 年度末に終了したが、今後は、平成 31 年 3 月に締結した「千葉ニュ

ータウン事業における清算後の事務分担に関する協定」等に基づき、適正な事務執行に

努められたい。 

  

  （オ）病院事業会計 

    a  決算の状況 

  病院事業会計における収益的収支決算額は、医業収益などの病院事業収益が 446 億 9,158

万余円で、医業費用などの病院事業費用が 465 億 7,080 万余円となった。 

一方、資本的収支決算額は、企業債などの資本的収入が 57億 6,645 万余円で、建設改良

費などの資本的支出が 71億 3,459 万余円となった。 

次に、損益については、収益 446 億 2,625 万余円、費用 465 億 2,085 万余円で、純損失

18 億 9,459 万余円となり、引き続き赤字となった。 
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また、未処理欠損金は平成 30年度末で 207 億 5,900 万余円となっている。 

収益は、入院収益や負担金交付金が増加したことなどにより、前年度に比べ 9 億 3,870

万余円増加している。 

一方、費用は、材料費や経費が増加したことなどにより、前年度に比べ 14億 1,024 万余

円増加している。 

また、貸借対照表について、流動資産である現金預金は年々減少しており、前年度に比

べ 7億 2,492 万余円減の 36 億 4,634 万余円となった。 

 

    b  意見 

    （a）平成 30 年度においては、佐原病院、循環器病センターで多額の赤字を計上したことか

ら、前年度に引き続き純損失を計上し、赤字額も増加した。 

さらに、今後は、がんセンターの新棟や（仮称）総合救急災害医療センターの建築等

に、多額の経費を要することが見込まれる。こうした状況を十分認識した上で、千葉県

病院局運営検討会議における意見等を踏まえ、「千葉県立病院新改革プラン」の達成に向

けて、特段の対応に努められたい。 

（b）医業未収金については、滞納の未然防止を図るとともに、法的措置を含めた債権回収の

強化、回収業務委託の検討など、債権管理の適正化に努められたい。 

さらに、「破綻更生債権等」については、累増している状況であるので、処理方針を速

やかに決定されたい。 

（c）がんセンターにおける過年度分診療報酬の返還については、患者負担分の返還が開始さ

れたところであるが、引き続き、適正かつ速やかな返還に努められたい。 

（d）医師の減少に伴い、入院患者、外来患者が減少している病院があることから、早急かつ

着実な医師の確保に努めていただきたい。 

（e）医療安全については、適正な管理体制を整備するとともに、引き続き情報を公表するこ

とにより、医療の透明性と県民の医療に対する信頼の向上に努めていただきたい。 

 

    c  留意すべき事項（累積欠損 1件） 

№ 会  計  名 留 意 す べ き 事 項 

１ 病院事業会計 

 平成 30年度決算において、当年度純損失 18億 9,459 万余円を計上し、

依然として未処理欠損金が 207 億 5,900 万余円と多額であることから、

引き続き経営の健全化に取り組み、未処理欠損金の解消に努めること。 
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Ⅵ 基金運用状況審査 

 

１ 審査の実施状況 

（１）審査の対象 

   平成 30 年度基金の運用状況の審査対象は、次のとおりである。 

 

   平成 30 年度 千葉県土地開発基金 

   平成 30 年度 千葉県美術品等取得基金 

 

（２）審査の手続 

   平成 30 年度土地開発基金及び美術品等取得基金の運用状況の審査に当たっては、

基金の運用が設置の趣旨に沿って適正で、かつ、効率的に行われているか、また、計数は

正確であるか等の諸点に留意し、併せて関係諸帳簿、証書類等を照合精査するとともに

関係者の説明を聴取し、慎重に審査を実施した。 

 

（３）基金の運用状況 

  ア 土地開発基金 

平成 30年度末の基金現在高は、1,800,000,000 円で、その内訳は、貸付金1,400,000,000 円、

現金 400,000,000 円である。 

     

  イ 美術品等取得基金 

    平成 30 年度末の基金現在高は、2,000,000,000 円で、その内訳は、現金 686,260,000 円、

物品 1,313,740,000 円である。 

 

２ 審査の結果及び意見 

（１）審査の結果 

   土地開発基金及び美術品等取得基金の運用状況調書は、関係諸帳簿、証書類及び

金融機関証明書と符合しており、計数は正確なものと認められた。 

 

（２）審査の意見 

   土地開発基金及び美術品等取得基金の運用については、適正であると認められた。 
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Ⅶ 健全化判断比率等審査 

 

１ 健全化判断比率審査 

（１）審査の対象 

   平成 30年度の千葉県一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算に基づく、実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）とこれら

の算定の基礎となる事項を記載した書類を対象に審査を実施した。 

 

（２）審査の手続 

   健全化判断比率審査に当たっては、 

  ア 法令等に照らし健全化判断比率の算出過程に誤りはないか。 

  イ 法令等に基づき適切な算定要素が健全化判断比率の算定に用いられているか。 

  ウ 公正な判断のもと健全化判断比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか。 

   などを主眼に、知事から提出された算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書等

関係資料を照合精査するとともに関係当局の説明を聴取し、慎重に審査を実施した。 

 

（３）審査の結果 

   審査に付された下記健全化判断比率については適正に算定されており、また、その算定の基礎

となる事項を記載した書類は適正に作成されているものと認められた。 

健全化判断比率 平成 30 年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 －  ％ 3.75 ％ 5.00 ％ 

連結実質赤字比率 －  ％ 8.75 ％ 15.00 ％ 

実質公債費比率 9.3  ％ 25.0  ％ 35.0  ％ 

将来負担比率 142.1  ％ 400.0  ％  

   健全化判断比率はいずれも早期健全化基準を下回っている。 

   実質公債費比率（3か年平均を比率として用いる）については9.3％であり、前年度（9.8％）と

比べ0.5ポイント改善している。 

   将来負担比率については142.1％であり、前年度（151.3％）と比べ9.2ポイント改善している。 

   今後とも健全な財政運営に努められたい。 

 

２ 資金不足比率審査 

（１）審査の対象 

   平成 30 年度の千葉県各公営企業会計の決算に基づく資金不足比率とこれらの算定の基礎とな

る事項を記載した書類を対象に審査を実施した。 
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（２）審査の手続 

   資金不足比率審査に当たっては、 

  ア 法令等に照らし資金不足比率の算出過程に誤りはないか。 

  イ 法令等に基づき適切な算定要素が資金不足比率の算定に用いられているか。 

  ウ 公正な判断のもと資金不足比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか。 

   などを主眼に、知事から提出された算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書等

関係資料を照合精査するとともに関係当局の説明を聴取し、慎重に審査を実施した。 

 

（３）審査の結果 

   審査に付された下記資金不足比率については適正に算定されており、また、その算定の基礎と

なる事項を記載した書類は適正に作成されているものと認められた。 

会 計 名 平成 30 年度 経営健全化基準 

千葉県特別会計 

 流域下水道事業 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 港湾整備事業 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 工業団地整備事業 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 土地区画整理事業 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 上水道事業会計 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 工業用水道事業会計 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 造成土地管理事業会計 
－ ％ 20.0 ％ 

千葉県特別会計 

 病院事業会計 
－ ％ 20.0 ％ 
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Ⅷ 住民監査請求 

 

１ 住民監査請求の概要 

  「住民監査請求」は地方自治法第 242 条に規定されており、その目的は、普通地方公共団体の長

等の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、住民から監査委員に対し、監査

を請求する権利を認めることにより、当該普通地方公共団体の財務行政の適正な運営を確保するこ

とにある。 

  また、住民は、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めること

もできる。 

 

２ 監査の結果 

  平成 30 年度は 5 件の請求があったが、いずれも地方自治法に定められた要件を備えて

いない請求であったため、監査を実施していない。 

 

29



 

Ⅸ 外部監査 

 

１ 外部監査の概要 

  外部監査は、平成 11年度から導入された制度で、知事が公認会計士や弁護士などの外部の専門知

識を有する者と契約を結び、契約に基づき専門的な視点から行われる監査で、包括外部監査と個別

外部監査があり、平成 30年度は、２に記載の者と包括外部監査契約が締結され、包括外部監査人が

選定したテーマについて、監査が行われた。 

  なお、個別外部監査は行われなかった。 

 

２ 包括外部監査人 

  弁護士 石川 英夫 

 

３ 包括外部監査のテーマ・監査対象 

（１）監査テーマ 

「県が国及び地方公共団体以外の法人又は個人と締結する契約であって、県の収入又は支出の

原因となる契約全般の契約事務」 

 

（２）監査対象 

総務部 秘書課、総務課、財政課、資産経営課、管財課、税務課、政策法務課、情報システム

課、葛南地域振興事務所、印旛地域振興事務所、香取地域振興事務所、海匝地域振興

事務所、職員能力開発センター、自動車税事務所、文書館 
   県土整備部 道路環境課、営繕課、施設改修課、住宅課、千葉土木事務所、柏土木事務所、香

取土木事務所、海匝土木事務所、山武土木事務所、安房土木事務所、木更津港湾事務

所、北千葉道路建設事務所、亀山・片倉ダム管理事務所、高滝ダム管理事務所、流山

区画整理事務所、木更津区画整理事務所、江戸川下水道事務所 
 

 

４ 包括外部監査の結果の公表 

  包括外部監査の結果は、千葉県報（平成 31年 4月 9 日第 13419 号）に掲載し公表した。 

  また、千葉県監査委員事務局ホームページに掲載した。 

  （アドレス：http://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/index.html） 
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【資料】 

 

１ 監査委員 

 

区分 氏名 就任年月日 退任年月日 備考 

識見委員 

中島 輝夫 平成 30 年 4 月 1 日 － 
常勤 

代表監査委員 

藤代 政夫 平成 24 年 4 月 1 日 － 非常勤 

議選委員 

西田三十五 平成 30 年 7 月 7 日 平成 31 年 4 月 14 日 非常勤 

臼井 正一 平成 30 年 7 月 7 日 平成 31 年 4 月 29 日 非常勤 

信田 光保 令和元年 5月 15 日 － 非常勤 

佐野  彰 令和元年 5月 15 日 － 非常勤 
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２ 平成３０年度監査計画 

（平成 30年 7月 20 日決定） 

 

１ はじめに 

本県では、県税や地方交付税などの歳入の大幅な伸びが期待できない中、少子高齢化の進展など

の社会構造の変化に伴う社会保障費や、老朽化が進む県有施設の維持・更新費の増加が今後も見込

まれます。こうした中、県にあっては、さまざまな行政課題に取り組みながらも、将来に渡って行財

政運営の健全性を確保しつつ、良質で安定的な県民サービスを提供することが強く要請されています。 

また、県は、平成 22 年 3月に制定した「千葉県コンプライアンス基本指針」に基づき、毎年度推

進計画を策定し、不適正な経理処理を繰り返すことのないよう様々な取組を実施していますが、適

正な経理処理の徹底や内部統制の確保は、今後も非常に重要な課題です。 

こうした状況のもと、県政についてより公正で効率的・効果的な監査を行い、健全な行財政運営

の実現に資することが、公正不偏の執行機関たる監査委員の責務であり、県民の期待に応えるもの

と確信して、千葉県監査委員職務執行規程第 6 条の規定により、平成 30 年度監査計画を次のとお

り定めることとします。 

 

２ 基本方針及び重点監査事項 

（１）基本方針 

   現下の厳しい財政状況を勘案し、県の行財政運営が公正性、透明性を確保し、最少の経費で最

大の効果を挙げているかなど、より一層、県民の立場・視点に立った監査を 3に定める実施方針

に基づき行う。 

   監査の実施に当たっては、合規性、正確性はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点から

積極的かつ経年的に検証するとともに、外部監査や行政監査の結果にも留意する。 

   また、監査結果等の情報を県民に速やかに、かつ、分かりやすく公表し、県民から信頼される

監査の実現を目指す。 

 

（２）重点監査事項 

  ア 適正な財務事務の執行について 

  （ア）普通会計 

    ①収入未済について 

     行政代執行負担金や各種貸付けに係る償還金などの収入未済については、適正な債権管理

が講じられているか、また、県税の収入未済については、効果的な縮減対策が行われている

かを確認する。 

    ②契約事務について 

     委託事業等の契約及びその履行確認が法令等に基づき適正に行われているかを確認す
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る。 

    ③公共事業の執行について 

     契約、設計、積算、施工、履行確認等、予算が適正かつ効率的に執行されているか、繰越しの

縮減に努めているかを確認する。 

    ④財産について 

     財産の取得、管理（利用状況等も含む。）及び処分が法令等に基づき適正に行われているかを

確認する。 

  （イ）公営企業会計 

①契約事務について 

     委託事業等の契約及びその履行確認が法令等に基づき適正に行われているかを確認す

る。 

②工事の執行について 

     契約、設計、積算、施工、履行確認等、予算が適正かつ効率的に執行されているか、繰越しの

縮減に努めているかを確認する。 

    ③財産について 

     財産の取得、管理（利用状況等も含む。）及び処分が法令等に基づき適正に行われているかを

確認する。 

  イ 内部統制について 

    不適正経理問題の教訓や最近多発する事務ミスの状況を踏まえ、 以下の取組な

どにより経理処理を含めた適正な事務執行の確保が図られているかを確認する。 

・職員のコンプライアンス意識の徹底 

・職員の事務処理能力の向上 

・組織における複数での確認や事務進捗管理などの徹底 

・「業務リスク点検」の実施 

  ウ 事務事業に係る個別テーマに基づく監査の実施 

事務や制度の改善に資する観点からテーマを選定し、定期監査において実施する。 

 

３ 実施方針及び実施方法等 

（１）定期監査 

  ア 対象期間は原則平成 30 年度とし、県における事務や事業の執行全般を対象として、合規性、

正確性、経済性、効率性及び有効性の観点から監査を実施する。 

  イ 監査を効果的に実施するため、普通会計・公営企業会計ともに、重点監査事項及び各監査対

象機関における課題に重点を置いて実施する。 

  ウ 監査対象機関は、平成 30年 4月 1 日現在の 486 機関とし、実地監査又は書面監査の区分は、

表 1のとおりとする。 

エ 監査の実施に際し、事前に事務局職員による職員調査を実施する。 
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（２）随時監査 

   県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査委員が必要と認めると

きは監査を実施する。実施方法等については、その都度監査委員が協議して定める。 

 

（３）行政監査 

   県の事務事業の執行について、監査委員が必要と認めるものを対象に監査を実施する。実施方

法等については、その都度監査委員が協議して定める。 

 

（４）財政的援助団体等監査 

  ア 対象期間は原則平成 29 年度とし、財政的援助団体等の出納その他の事務で財政的援助等に

係るものの執行が適切かつ効率的に行われているか、その財政的援助等による所期の目的が達

成されているか、財政的援助団体等に対する所管部局の指導監督が適切に行われているかを主

眼として実施する。 

    出資法人については、資金管理及び運用並びに公の施設の管理受託の状況についても確認す

る。 

イ 監査対象団体は、次のとおりとする。 

①県の出資比率が 25％以上の出資法人 

②県の補助金が 3億円以上の私立高等学校 

③県の補助金が 5千万円以上の団体（市町村及び出資法人を除く。） 

④県の委託料が 5千万円以上の指定管理者（市町村及び出資法人を除く。） 

なお、監査対象団体数及び監査方法は、表 2のとおりとする。 

ウ 監査の実施に際し、事前に事務局職員による職員調査を実施する。 

 

（５）例月出納検査 

ア 各会計の毎月の現金の出納について、計数が正確なものとなっているか、 現金及び預金の

出納業務が適正に行われているかを主眼として検査を実施する。 

イ 検査対象は、会計管理者所管の一般会計、19 特別会計及び 22 基金並びに公営企業管理者所

管の 4特別会計、1基金及び水道局共通管理勘定とする。 

ウ 検査は毎月実施するものとし、事前に事務局職員による職員調査を実施する。 

エ 検査は、監査委員全員による実地検査を年1回（12 月）及び書面検査を年3回 （6 月、9 月、3

月）実施し、他の月は常勤の監査委員による書面検査とする。 

 

（６）決算審査 

ア 普通会計 

平成 30 年度決算について、決算書その他の関係諸表により計数を確認するとともに、予算が
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合理的かつ効率的に執行されているか、会計全般の決算状況等について審査を実施する。 

イ 公営企業会計 

平成 30 年度決算について、決算書その他の関係諸表により計数を確認するとともに、経営成

績及び財務状況を適正に表示しているか、経営活動が経済性、公共性を発揮しているか、会計

全般の決算状況等について審査を実施する。 

ウ 対象会計は、例月出納検査と同様とし、本庁の定期監査と同時期に併せて 実施する。 

エ 審査は実地により行い、事前に事務局職員による職員調査を行う。 

 

（７）基金運用状況審査 

ア 平成 30 年度における基金の運用状況について、決算書その他の関係諸表により計数を確認

するとともに、基金の運用が設置目的に沿って適正に行われているかを主眼として審査を実施

する。 

イ 対象基金は、土地開発基金及び美術品等取得基金とし、本庁の定期監査と 同時期に併せて

実施する。 

ウ 審査は実地により行い、事前に事務局職員による職員調査を行う。 

 

（８）健全化判断比率等審査 

ア 平成 30 年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率が適正に算定されているかを主眼

として審査を実施する。 

イ 対象会計は、決算審査と同様とし、決算審査と同時期に実施する。 

ウ 審査は実地により行い、事前に事務局職員による職員調査を行う。 

 

（９）その他の監査等 

   住民からの請求、議会・長からの要求に基づく監査等については、その都度、実施方法等を定

めて実施する。 

 

４ 監査結果のフォローアップ 

（１）監査結果に基づく改善措置が適切になされているかを把握、確認するとともに、講じ

た措置については速やかな報告を求める。 

 

（２）監査結果やそれに基づき講じられた措置の内容について、全執行機関等における情報の共

有化を図る。 
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５ 監査等の実施時期及び報告・公表時期 

監査等の種別 実 施 時 期 報告･公表時期 

定期監査 

本

庁 

普通会計 平成 31 年 8 月 
平成 31 年 9 月 

公営企業会計 平成 31 年 7 月 

出先機関 平成 30年 9月～平成31年 7月 
平成 30 年 12 月、 

平成 31 年 2 月･6 月･9 月 

財政的援助団体等監査 平成 30年 9月～平成31年 3月 
平成 30 年 12 月、 

平成 31 年 2 月･6 月 

決算審査 
普通会計 平成 31 年 8 月 

平成 31 年 9 月 
公営企業会計 平成 31 年 7 月 

基金運用状況審査 平成 31 年 8 月 平成 31 年 9 月 

健全化判断比率等審査 平成 31 年 8 月 平成 31 年 9 月 

例月出納検査 

毎月 25 日とし、当該日以外に 

実施する必要がある場合は、 

月間の監査等計画で定める日 

平成 30 年 12 月、 

平成 31 年 2 月･6 月･9 月 

 

６ 監査結果等の報告・公表 

  監査等の結果については、上記 5に記載する報告・公表時期に知事等へ提出するとともに、県報

登載により公表する。併せて、監査委員事務局のホームページ等を 活用して、県民に積極的に、

かつ、わかりやすく情報提供を行う。 

  また、講じた措置についても同様に公表及び情報提供を行う。 

 

７ 外部監査への対応 

  外部監査人の監査の実施に支障を来さないよう配慮するとともに、外部監査人の求めに応じ協力

する。また、監査結果並びに講じた措置の公表及び情報提供を行う。 

 

８ 監査日程等 

監査の具体的な日程、担当する委員等については、月間の監査等計画で定める。 
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表１ 定期監査の対象機関数及び監査方法 

区 分 

 

監査対象 

機 関 数 

監 査 方 法 

実地監査 書面監査 計 

普

通

会

計 

本  庁 108 108 － 108 

出先機関 342 123 219 342 

計 450 231 219 450 

公
営
企
業
会
計 

本  庁 13 13 － 13 

出先機関 23 16 7 23 

計 36 29 7 36 

合 
 

計 

本  庁 121 121 － 121 

出先機関 365 139 226 365 

計 486 260 226 486 

（注 1）本庁各課（局･室）の監査は、監査委員全員により実施する。 

（注 2）出先機関の実地監査は、原則監査委員 2名により実施する。 

（注 3）書面監査は、監査委員全員により実施する。 

 

 

表２ 財政的援助団体等監査の監査対象団体数及び監査方法 

区   分 

 

監査対象 

団 体 数 

監 査 方 法 

実地監査 書面監査 計 

出 資 法 人 33 21 12 33 

私立高等学校 30 5 2 7 

その他の援助 
（補助）団体 

18 4 0 4 

指 定 管 理 者 14 4 0 4 

計 95 34 14 48 

（注）実地監査は原則委員 2名により実施し、書面監査は監査委員全員により実施する。 
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